
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
二
十
二
号

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の

整
理
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の

整
理
に
関
す
る
告
示

（
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準
（
平
成
元
年
労
働
省
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
従
事
す
る
自
動
車
運
転
者
の
拘
束
時

（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
従
事
す
る
自
動
車
運
転
者
の
拘
束
時

間
等
）

間
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

使
用
者
及
び
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
又
は
労
働
者
の
過

３

使
用
者
及
び
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
又
は
労
働
者
の
過

半
数
を
代
表
す
る
者
（
以
下
「
労
使
当
事
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
十

半
数
を
代
表
す
る
者
（
以
下
「
労
使
当
事
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
十

六
条
第
一
項
の
協
定
（
労
働
時
間
の
延
長
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
時

六
条
第
一
項
の
協
定
（
労
働
時
間
の
延
長
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
時

間
外
労
働
協
定
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

間
外
労
働
協
定
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

に
従
事
す
る
自
動
車
運
転
者
に
係
る
一
日
を
超
え
る
一
定
の
期
間
（
以
下
「

に
従
事
す
る
自
動
車
運
転
者
に
係
る
一
日
を
超
え
る
一
定
の
期
間
（
以
下
「

一
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
延
長
時
間
（
法
第
百
四
十
条
第
二
項

一
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
（
以

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規

下
「
一
定
期
間
に
つ
い
て
の
延
長
時
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
協
定
す
る

定
す
る
労
働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
い
う
。

に
当
た
っ
て
は
、
当
該
一
定
期
間
は
一
箇
月
と
す
る
も
の
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
協
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
一
定
期
間
は
一

箇
月
と
す
る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）



（
職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
、

労
働
者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者
等
の

個
人
情
報
の
取
扱
い
、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
等
の
責

務
、
労
働
者
供
給
事
業
者
の
責
務
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う

者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者

等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
等

の
責
務
、
労
働
者
供
給
事
業
者
の
責
務
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第

百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三

法
第
五
条
の
三
及
び
法
第
四
十
二
条
に
関
す
る
事
項(

労
働
条
件
等
の

第
三

法
第
五
条
の
三
及
び
法
第
四
十
二
条
に
関
す
る
事
項(

労
働
条
件
等
の

明
示
及
び
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示)

明
示
及
び
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示)

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

求
人
者
等
に
よ
る
労
働
条
件
等
の
変
更
等
に
係
る
明
示

三

求
人
者
等
に
よ
る
労
働
条
件
等
の
変
更
等
に
係
る
明
示

・

（
略
）

・

（
略
）

（一）

（二）

（一）

（二）

求
人
者
等
は
、

の
明
示
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
紹
介
求
職
者
等

求
人
者
等
は
、

の
明
示
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
紹
介
求
職
者
等

（三）

（一）

（三）

（一）

が
変
更
内
容
等
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
明

が
変
更
内
容
等
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
明

示
方
法
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
の
際
、
イ
の
方
法
に
よ

示
方
法
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
の
際
、
次
の
イ
の
方
法

る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
ロ
な
ど
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も

に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
ロ
な
ど
の
方
法
に
よ

可
能
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
る
書

ロ

労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
る
書

面
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三

面
に
お
い
て
、
変
更
内
容
等
に
下
線
を
引
き
、
若
し
く
は
着
色
し
、

号
）
第
五
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
送
信
さ
れ
る
フ
ァ
ク

又
は
変
更
内
容
等
を
注
記
す
る
こ
と
。
な
お
、
第
一
項
明
示
の
一
部

シ
ミ
リ
の
記
録
又
は
同
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
送
信
さ
れ
る
電

の
事
項
を
削
除
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
削
除
さ
れ
る
前
の
当
該
従

子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝
達

事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
も
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
の
記
録
を
含
む
。
）
に
お
い
て

、
変
更
内
容
等
に
下
線
を
引
き
、
若
し
く
は
着
色
し
、
又
は
変
更
内

容
等
を
注
記
す
る
こ
と
。
な
お
、
第
一
項
明
示
の
一
部
の
事
項
を
削

除
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
削
除
さ
れ
る
前
の
当
該
従
事
す
べ
き
業

務
の
内
容
等
も
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（四）

（八）

（四）

（八）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）



（
日
雇
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
等
を
図
る
た
め
に
派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指

針
の
一
部
改
正
）

第
三
条

日
雇
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
等
を
図
る
た
め
に
派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す

る
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
五

日
雇
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
就
業
条
件
等
の
明
示

第
五

日
雇
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
就
業
条
件
等
の
明
示

一

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号

一

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号

）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
雇
派
遣
労
働
者
と
の
労
働
契
約
の
締

）
第
十
五
条
に
基
づ
き
、
日
雇
派
遣
労
働
者
と
の
労
働
契
約
の
締
結
に
際

結
に
際
し
、
労
働
契
約
の
期
間
に
関
す
る
事
項
、
就
業
の
場
所
及
び
従
事

し
、
労
働
契
約
の
期
間
に
関
す
る
事
項
、
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き

す
べ
き
業
務
に
関
す
る
事
項
、
労
働
時
間
に
関
す
る
事
項
、
賃
金
に
関
す

業
務
に
関
す
る
事
項
、
労
働
時
間
に
関
す
る
事
項
、
賃
金
に
関
す
る
事
項

る
事
項
（
労
使
協
定
に
基
づ
く
賃
金
の
一
部
控
除
の
取
扱
い
を
含
む
。
）

（
労
使
協
定
に
基
づ
く
賃
金
の
一
部
控
除
の
取
扱
い
を
含
む
。
）
及
び
退

及
び
退
職
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
書
面
の
交
付
（
労
働
基
準
法
施
行

職
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
書
面
の
交
付
に
よ
る
明
示
を
確
実
に
行
う

規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
た
だ
し

こ
と
。
ま
た
、
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
も
、
書
面
の
交
付
に
よ
り

書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
を
含
む
。
以
下
同
じ

明
示
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

。
）
に
よ
る
明
示
を
確
実
に
行
う
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
他
の
労
働
条
件
に

つ
い
て
も
、
書
面
の
交
付
に
よ
り
明
示
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）



（
法
人
税
法
施
行
規
則
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

法
人
税
法
施
行
規
則
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
二
百
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
。
以
下
「
規
則
」

法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
は
、

と
い
う
。
）
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
が
行
う
規
則
第
五
条
第
六
号
の
事
業

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
が
行
う
規
則
第
五
条
第
六
号
の
事
業

で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

次
の
い
ず
れ
か
二
以
上
の
事
項
に
該
当
す
る
規
則
第
五
条
第
一
号
に

ロ

次
の
い
ず
れ
か
二
以
上
の
事
項
に
該
当
す
る
規
則
第
五
条
第
一
号
に

規
定
す
る
医
師
会
で
あ
る
こ
と
。

規
定
す
る
医
師
会
で
あ
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（４）

（１）

（４）

所
在
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十

所
在
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十

（５）

（５）

七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

国
が
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十

地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
事
業
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

九
条
の
三
に
規
定
す
る
援
助
と
し
て
行
う
労
働
者
の
健
康
管
理
等
に

係
る
業
務
に
つ
い
て
の
相
談
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
の
事
業
を
実
施

し
て
い
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（６）

（６）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）



（
青
少
年
の
雇
用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
に
関
し
て
事
業
主
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事
業
者

等
そ
の
他
の
関
係
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
の
一
部
改
正
）

第
五
条

青
少
年
の
雇
用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
に
関
し
て
事
業
主
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事

業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
号
）
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

事
業
主
等
が
青
少
年
の
募
集
及
び
採
用
に
当
た
っ
て
講
ず
べ
き
措
置

第
二

事
業
主
等
が
青
少
年
の
募
集
及
び
採
用
に
当
た
っ
て
講
ず
べ
き
措
置

一

労
働
関
係
法
令
等
の
遵
守

一

労
働
関
係
法
令
等
の
遵
守

事
業
主
、
青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
（
職
業
安
定
法
第

事
業
主
、
青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
（
職
業
安
定
法
第

三
十
九
条
に
規
定
す
る
募
集
受
託
者
を
い
う
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
及

三
十
九
条
に
規
定
す
る
募
集
受
託
者
を
い
う
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
及

（一）

（一）

び
求
人
者
は
、
青
少
年
が
適
切
に
職
業
選
択
を
行
い
、
安
定
的
に
働
く
こ

び
求
人
者
は
、
青
少
年
が
適
切
に
職
業
選
択
を
行
い
、
安
定
的
に
働
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
労
働
条
件
等
が
的
確
に
示
さ
れ
る

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
労
働
条
件
等
が
的
確
に
示
さ
れ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
次
に
掲
げ
る
労
働
条
件
等
の
明
示
等

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
次
に
掲
げ
る
労
働
条
件
等
の
明
示
等

に
関
す
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

募
集
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項

募
集
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項

（一）

（一）

イ
～
ト

（
略
）

イ
～
ト

（
略
）

チ

求
人
者
等
は
、
ト
の
明
示
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
紹
介
求
職
者

チ

求
人
者
等
は
、
ト
の
明
示
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
紹
介
求
職
者

等
が
変
更
内
容
等
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切

等
が
変
更
内
容
等
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切

な
明
示
方
法
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
の
際
、

の
方

な
明
示
方
法
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
の
際
、
次
の

(イ)

(イ)

法
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
、

な
ど
の
方
法
に
よ

の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
次
の

な
ど
の

(ロ)

(ロ)

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
。

方
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

(イ)

(イ)

労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
る

労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
る

(ロ)

(ロ)

書
面
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二

書
面
に
お
い
て
、
変
更
内
容
等
に
下
線
を
引
き
、
若
し
く
は
着
色

十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
送
信
さ
れ
る

し
、
又
は
変
更
内
容
等
を
注
記
す
る
こ
と
。
な
お
、
第
一
項
明
示

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
記
録
又
は
同
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
送
信

の
一
部
の
事
項
を
削
除
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
削
除
さ
れ
る
前

さ
れ
る
電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て

の
当
該
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
も
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

情
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
の
記
録
を
含
む

。
）
に
お
い
て
、
変
更
内
容
等
に
下
線
を
引
き
、
若
し
く
は
着
色

し
、
又
は
変
更
内
容
等
を
注
記
す
る
こ
と
。
な
お
、
第
一
項
明
示

の
一
部
の
事
項
を
削
除
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
削
除
さ
れ
る
前

の
当
該
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
も
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

リ
～
ツ

（
略
）

リ
～
ツ

（
略
）



採
用
内
定
・
労
働
契
約
締
結
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項
等

採
用
内
定
・
労
働
契
約
締
結
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項
等

（二）

（二）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

労
働
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一

ハ

労
働
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
主
は
、
青
少
年
に
対
し
て
、
労
働
基
準
法

項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
主
は
、
青
少
年
に
対
し
て
、
労
働
基
準
法

施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
五
条

事
項
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
な

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
昇
給
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

か
ら

ま
で
に

(イ)

(ヘ)

(イ)

(ヘ)

に
つ
い
て
は
、
書
面
の
交
付
（
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お

掲
げ
る
事
項
（
昇
給
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書

い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
明
示
し
な

面
の
交
付
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
な
お
、
こ
れ

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
明
示
さ
れ
た
労
働
条
件

ら
の
明
示
さ
れ
た
労
働
条
件
が
事
実
と
相
違
す
る
場
合
に
お
い
て
は

が
事
実
と
相
違
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の

、
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
は
、
即
時
に
労

規
定
に
よ
り
、
青
少
年
は
、
即
時
に
労
働
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が

働
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

で
き
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(イ)

(カ)

(イ)

(カ)

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）


